
住
み
続
け
ら
れ
る
住
環

境
を
確
保
す
る
た
め
、

商
業
系
用
途
地
域
を
除

き
、
敷
地
面
積
の
最
低

限
度
規
制
（
70
fl
）
を
導

入
し
ま
す

土
地
の
細
分
化
は
、
市
街
地
を

密
集
さ
せ
、
住
環
境
の
悪
化
を
も

た
ら
し
ま
す
。
そ
の
た
め
新
た
に

土
地
を
分
割
し
、
建
築
物
の
敷
地

と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
70
fl

を
最
低
基
準
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
制
限
が
定
め
ら

れ
た
時
点
で
70
fl
未
満
の
敷
地
に

つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
建
て
替
え

が
可
能
で
す
。

b
新
た
な
土
地
の
細
分
化
を
防

止
し
ま
す
。

b
現
在
、
70
fl
未
満
の
土
地
は
、

そ
の
ま
ま
建
替
え
可
能
で
す
。

ま
た
、
土
地
売
買
に
も
支
障

は
あ
り
ま
せ
ん
。

b
新
た
に
分
割
し
て
建
築
す
る

場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

主
要
な
幹
線
道
路
沿
道

に
防
火
地
域
の
指
定
を

行
い
ま
す

災
害
時
の
避
難
路
と
な
る
幹
線

道
路
沿
道
に
つ
い
て
、
建
物
の
構

造
を
規
制
す
る
防
火
地
域
を
指
定
し
、

安
全
な
市
街
地
を
形
成
し
ま
す
。
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用途地域等の見直し特集号
■発行／江戸川区 ■編集／都市計画課

TEL（5662）6369�FAX（5607）2267
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素案説明会を開催します 下記の最寄りの会場へ
お出かけください。

※会場の都合上、入りきれない場合がありますので、なるべく上記の会場にお出かけください。

ご意見・ご要望は3月17日までにお願いします。
問合せ先：都市計画課 〒132－8501江戸川区中央1－4－1

TEL：03（5662）6369直通　FAX：03（5607）2267
http : //www.machidukuri:city.edogawa.tokyo.jp/

用途地域等見直しの
素案がまとまりました

2月17日（月） 篠崎第二小学校：会議室
2月21日（金） 北�西コミュニティ会館：集会室

二之江コミュニティ会館：集会室
南�西会館：集会室
南篠崎小学校：会議室
平井小学校：多目的室

2月26日（水） コミュニティプラザ一之江（駅前）：集会室
2月27日（木） 小岩第二中学校：多目的室
2月28日（金） 小岩第三中学校：会議室

2月 3日（月） 総合区民ホール：小ホール
2月 4日（火） 東部区民館：ホール
2月 5日（水） �西区民館：ホール
2月11日（火） 小松川区民館：ホール
2月12日（水） 総合文化センター：研修室
2月13日（木） 小岩コミュニティホール（図書館）
2月14日（金） 鹿骨区民館：ホール

今後の見直しの進め方

見直し素案を区民の皆さんに公表
します。

見直し素案への区民の皆さんの意
見・要望をお聞きします。

見直し素案に対するご意見を都市
計画審議会で審議し、見直し原案
を決定、東京都に提出します。

新しい用途地域を東京都が都市計
画決定します。

素案説明会場 各会場とも、午後7時～8時30分です。

説明会には、この広報をお持ちください。

敷地面積の最低限度規制（70fl）

見 直 し 素 案 公 表

素 案 説 明 会

見直し原案の決定（都提出）

都市計画決定・告示

平成15年7月

平成15年2月

平成15年1月26日

平成16年夏頃

（ ）

主
な
見
直
し
の
内
容

低
層
住
宅
地
と
し
て
の

街
並
み
を
整
え
、
良
好

な
住
環
境
を
保
全
す
る

た
め
、
絶
対
高
さ
制
限

（
16
m
）
を
導
入
し
ま
す

低
層
住
宅
地
で
も
広
い
敷
地
で

は
、
中
高
層
の
建
物
を
建
て
る
こ

と
が
可
能
で
す
。
そ
こ
で
現
在
、

低
層
の
ま
ち
な
み
を
形
成
し
て
い

る
地
区
に
、
絶
対
高
さ
制
限
を
導

入
す
る
こ
と
で
街
並
み
を
整
え
、

良
好
な
住
環
境
を
保
全
し
ま
す
。

都
市
と
産
業
の
共
存
共

栄
関
係
を
目
指
し
た
指

定
を
行
い
ま
す

現
在
の
用
途
地
域
を
原
則
と
し

て
継
続
し
ま
す
。
ま
た
、
流
通
業

務
地
域
は
、
時
代
の
変
化
に
応
じ

た
高
次
物
流
拠
点
の
機
能
更
新
に

向
け
た
指
定
を
行
い
ま
す
。

地
区
計
画
な
ど
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
の
誘
導
を
図
り
、

都
市
基
盤
整
備
状
況
に
応

じ
た
指
定
を
行
い
ま
す

土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す

べ
き
区
域
等
は
、
今
後
、
地
区
計

画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
誘
導
を
図

り
、
基
盤
整
備
の
見
通
し
に
応
じ

た
指
定
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
一

部
の
地
区
は
、
良
好
な
基
盤
整
備

状
況
を
勘
案
し
た
見
直
し
を
行
い

ま
す
。

法
改
正
へ
の
対
応

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
に
よ
り
、
建
築
の
ル
ー
ル

が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
区
は
、
こ

れ
ま
で
の
用
途
地
域
等
の
指
定
経

緯
や
継
続
性
を
と
ら
え
、
良
好
な

住
環
境
の
維
持
保
全
に
寄
与
す
る

も
の
は
今
回
の
見
直
し
で
導
入

し
、
一
律
に
緩
和
と
な
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
ま
ち
の
変
化

及
び
地
区
特
性
に
応
じ
、
地
区
計

画
の
策
定
と
併
せ
導
入
を
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

今
回
の
見
直
し
で
導
入
す
る
事
項

高
度
地
区
の
絶
対
高
さ
制
限

敷
地
面
積
の
最
低
限
度
規
制

今
後
導
入
を
検
討
す
る
事
項

建
ぺ
い
率
、
容
積
率
の
選
択
肢

の
拡
充
、
斜
線
制
限
の
緩
和
、

日
影
規
制
の
測
定
面
の
緩
和
、

住
居
系
建
築
物
の
容
積
率
緩
和

制
度
に
よ
る
適
用
区
域
の
指
定
、

新
た
な
防
火
規
制
（
防
火
地
域

と
準
防
火
地
域
の
中
間
の
規
制
）

私
た
ち
の
ま
ち
に
は
、
地
域
ご
と
に
建
物
の
構
造
や

大
き
さ
な
ど
、
建
築
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
用
途
地
域
等

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
用
途
地
域
は
、
東
京
都
の
依
頼

を
受
け
、
お
お
む
ね
8
年
ご
と
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、

今
回
、
平
成
16
年
度
の
見
直
し
に
向
け
、
江
戸
川
区
原

案
を
作
成
し
ま
す
。

区
は
原
案
作
成
に
向
け
、
江
戸
川
区
長
期
計
画
（
え

ど
が
わ
新
世
紀
デ
ザ
イ
ン
）
お
よ
び
、
街
づ
く
り
基
本

プ
ラ
ン
に
基
づ
き
「
用
途
地
域
等
見
直
し
方
針
」
を
、

昨
年
10
月
に
決
定
し
、
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
度
、
都
市
計
画
審
議
会
で
慎
重
に
審
議
を
重
ね
、

素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
後
、
こ
の
素
案
を
も
と
に
説
明
会
を
開
催
し
、
区

民
の
み
な
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
江
戸
川
区

原
案
と
し
て
ま
と
め
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
用
途
地
域
等
の
決
定
は
、
平
成
16
年

夏
頃
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

140fl 70fl

70fl

80fl

60fl

140fl

140fl未満の土地

｝建築できます
建築できません

70G未満に分割して
建築できません

例1

例2

例3

この部分の建物が規制されます

1 6 m
（5階程度）

低層住宅地への絶対高さ制限

2月24日（月）

2月25日（火）
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「まちづくりホームページ」
http : //www.machidukuri:city.edogawa.tokyo.jp/

1 用途地域 ê建てられる種類は下表を参照

第一種低層住居専用地域 低層の住宅の良好な環境を保護する地域です。
第一種中高層住居専用地域 中高層（絶対高さを定めた地区を除く）住宅

も建つ都市的な住宅地の良好な環境を保護する地域です。
第二種中高層住居専用地域 中高層（絶対高さを定めた地区を除く）住宅

も建つ都市的な住宅地の良好な環境を保護する地域で、ある程度
の利便施設の立地を認める地域です。

第一種住居地域 住居の環境を保護する地域です。
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対して、日用品の供給を行うことを

主とする商業や、その他の業務の利便を増す地域です。
商業地域 主として商業、その他の業務の利便を増すための地域です。
第二種特別工業地区 準工業地域の中で、中小工業と住宅が混在している

所で、騒音、振動などの近隣公害を特に防止する地域です。
準工業地域 著しい公害などの発生するおそれのない工業の利便を増すた

めの地域です。
工業地域 工業の発展を促進し、産業の繁栄をはかる地域です。

2 建ぺい率制限
建ぺい率とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいい、
一定の空地を確保して地域ごとの生活環境を保つための
ものです。

3 容積率制限
容積率とは、建物の各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合のこと
をいい、建物全体の大きさを規制して地域ごとの生活環境を保つためのも
のです。

6 高度地区による高さの制限 ê下図を参照

これは、隣家の日照などを保護するために定められて
いるもので、以下の４種類の地区があります。

地
　
域

構　造

規　模

耐火建築物としなけれ
ばならないもの

準耐火建築物（又は耐
火建築物）としなけれ
ばならないもの

防
火
地
域

階　数 階数３以上のもの
階数２以下の
左記以外のもの延べ面積

（階数にかかわらず）
100gをこえるもの

準
防
火
地
域

階　数
階数４以上のもの
（地階を除く。）

階数３のもの　※
（地階を除く。）

延べ面積
（階数にかかわらず）

1,500gをこえるもの
500gをこえ
1,500g以下のもの

■防火地域及び準防火地域内の構造制限

■用途地域別建築物の用途制限一覧表

7 日影による中高層建築物の制限
中高層建築物から生じる日影を一定の基準によって規制し、周囲の住環

境を保護するものです。対象となる建築物は高さが10ｍ（第一種低層住居
専用地域は、階数が３以上又は軒高が７ｍ）を超えるものです。

○：建築できる

×：建築できない

△：面積、階数等の制限あり

①：３階以上又は、床面積1,500gを超えて建築

できない。

②：床面積は3,000gを超えて建築できない

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

第
二
種
特
別
工
業
地
区

準
工
業
地
域

工
業
地
域

住宅、共同住宅、兼用住宅で一定規模以下のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公
共
施
設
・
病
院

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
高等専門学校、大学、専修学校、病院 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
図書館、神社、寺院、教会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公衆浴場、診療所、保育園、老人ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
老人福祉センター、児童厚生施設等 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自動車教習所 × × × △ ○ ○ ○ ○ ○
事
務
所
等

店
舗
・

物品販売業　床面積150g以下 × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
を営む店舗 床面積150gをこえ500g以下 × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
上記以外の店舗・事務所等 × × ① ② ○ ○ ○ ○ ○

ホテル・旅館 × × × ② ○ ○ ○ ○ ×

風
俗
施
設

遊
技
場
・

ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 × × × ② ○ ○ ○ ○ ○
カラオケボックス等 × × × × ○ ○ ○ ○ ○
麻雀店、パチンコ、馬券、車券発券所など × × × × ○ ○ ○ ○ ○
劇場、映画館、演芸場、観覧場 × × × × △ ○ ○ ○ ×
キャバレー、ダンスホール等 × × × × × ○ × ○ ×

工
場
・
倉
庫
等

単独車庫（附属車庫を除く） × △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
建築物附属自動車車庫 △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
倉庫業倉庫 × × × × ○ ○ ○ ○ ○
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの × × × △ △ △ △ ○ ○
危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの × × × × △ △ △ ○ ○
危険性や環境を悪化させるおそれがややあるもの × × × × × × × ○ ○
危険性が大きいか環境を悪化させるおそれのあるもの × × × × × × × × ○
自動車修理工場 × × × △ △ △ △ ○ ○

注：本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載し
ていません。

0.6

16ｍ 15ｍ

1

1.25

1

1
0.6
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1.25

10m 

20m 

敷地境界線道路

0.6

道路

5ｍ　

敷地境界線

1

道路 敷地境界線

1
0.6

15ｍ

5ｍ

1

1.25

●第一種高度地区
→真北方向

●第二種高度地区
→真北方向

●第三種高度地区
→真北方向

●第二種高度地区（絶対高さ16ｍ）
→真北方向

容 積 率（％）＝
延べ面積

×100（％）
敷地面積

建ぺい率（％）＝
建築面積

×100（％）
敷地面積

4 敷地面積の最低限度規制（70g以上）

ê素案図の凡例を参照

新たに土地を分割して建築する場合、敷地面積の最低限度を70g以上と
する必要があります。ただし以下の地域は除きます。
b商業系用途地域（商業地域・近隣商業地域）
b地区計画等で既に最低限度規制を定めている地区

5 防火・準防火地域 ê下表を参照

建物が密集している地域における火災などの災害防止のために定められ
ている地域です。

「まちづくりホームページ」「下
欄参照」から調べることができま
す。また、都市計画課にお問合せ
いただければご案内します。

※新規項目

※新規項目

各階の床面積の合計
（延べ面積）

※防火上必要な技術的基準に適合した木造建築であれば３階建てが可能です。

※太枠からはみ出して建物を建てることはできません。

建築面積 建築面積


